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厚
生
労
働
省
は
２
０
２
４
年
度

改
定
分
の
診
療
報
酬
本
体
の
配
分

方
法
を
決
め
た
。
幅
広
い
医
療
職

の
賃
上
げ
財
源
と
し
て
初
・
再
診

料
を
引
き
上
げ
る
一
方
、
日
本
医

師
会
の
主
力
、
開
業
医
ら
が
経
営

す
る
診
療
所
に
関
し
て
は
収
入
の

柱
と
な
っ
て
い
る
生
活
習
慣
病
関

連
の
報
酬
に
メ
ス
を
入
れ
、
メ
リ

ハ
リ
を
演
出
し
た
。
し
か
し
、
抑

制
出
来
る
医
療
費
は
２
０
０
億
円

程
度
と
小
さ
い
。「
し
か
も
未
だ

決
着
し
た
と
は
言
え
な
い
」（
厚
労

省
幹
部
）と
い
う
。
↘

24
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
は
６
月
か
ら
反
映
さ
れ
る
。
昨

年
末
の
予
算
編
成
で
、技
術
料
に
相
当
す
る「
本
体
部
分
」全

体
は
０
・
88
％
の
プ
ラ
ス
改
定
と
し
た
も
の
の
、
診
療
所
に

限
っ
て
は
０
・
25
％
分
を
引
き
下
げ
る
事
で
決
着
し
て
い
た
。

動
い
た
の
は
財
務
省
だ
っ
た
。
予
め
開
業
医
を
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
し
て
全
国
の
財
務
局
職
員
を
動
員
。
人
海
戦
術
で
医
療

機
関
の
収
支
を
洗
っ
た
。
そ
し
て
昨
年
11
月
、
22
年
度
の
診

療
所
の
経
常
利
益
率
が
平
均
８
・
８
％（
病
院
５
％
）に
上
る

と
指
摘
し
、
利
益
率
の
引
き
下
げ
を
強
く
主
張
し
た
。

内
科
等
の
診
療
所
の
大
き
な
収
益
源
は
、
薬
を
受
け
取
る

の
が
目
的
で
治
療
に
訪
れ
る
、
糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
を

抱
え
る
患
者
だ
。
長
く
通
院
す
る
人
が
多
く
、
診
療
所
は
こ

う
し
た
患
者
を
診
る
と「
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
」（
２
２
５

０
円
）を
月
２
回
ま
で
算
定
出
来
る
。
更
に「
外
来
管
理
加
↘

数
は
少
な
い
傾
向
に
有
る
。

横
浜
市
内
の
開
業
医
は「
高
齢
の
患
者
さ
ん
の
多
く
は
糖

尿
病
と
高
血
圧
症
。
最
初
は
ピ
ン
と
来
な
か
っ
た
が
、
収
入

に
相
当
響
き
そ
う
な
事
が
分
か
っ
て
来
た
」と
漏
ら
す
。

只
、
財
務
省
は
未
だ
警
戒
を
解
い
て
い
な
い
。
危
機
感
を

抱
く
日
医
が
、
生
活
習
慣
病
管
理
料
の
算
定
に
必
要
な
療
養

計
画
を
大
幅
に
簡
素
化
す
る
様
求
め
、
厚
労
省
と
折
衝
し
て

い
る
為
だ
。
療
養
計
画
書
は
食
事
な
ど
生
活
習
慣
改
善
に
関

す
る
指
導
内
容
を
３
カ
月
毎
に
作
成
し
、
患
者
と
約
束
を
交

わ
す
。
厚
労
省
幹
部
は「
大
幅
に
簡
素
化
さ
れ
れ
ば
患
者
１

人
当
た
り
の
医
師
の
負
担
が
減
り
、
管
理
料
を
得
易
く
な
る
。

計
画
書
の
患
者
へ
の
交
付
を
義
務
化
す
る
か
も
検
討
中
」と

明
か
す
。

医
療
費
抑
制
の
一
方
で
、
今
回
は
経
済
界
の「
賃
上
げ
」相

場
を
睨
み
、
医
療
職
の
処
遇
改
善
が
命
題
だ
っ
た
。
そ
の
結

果
決
ま
っ
た
の
が
、初
診
料（
30
円
増
の
２
９
１
０
円
）と
再

診
料（
20
円
増
の
７
５
０
円
）の
一
律
ア
ッ
プ
だ
。
初
・
再
診

料
の
引
き
上
げ
は
消
費
増
税
時
を
除
き
20
年
振
り
。
更
に
賃

上
げ
計
画
を
作
成
す
れ
ば
、
初
診
時
に
60
円
、
再
診
時
に
20

円
加
算
出
来
る
様
に
も
し
た
。
こ
れ
と
は
別
に
、
患
者
の
少

な
い
過
疎
地
の
医
療
機
関
で
は
、
規
模
に
応
じ
て
初
診
料
を

最
高
６
４
０
円
、
再
診
料
を
最
高
80
円
引
き
上
げ
ら
れ
る
様

に
し
た
。

賃
上
げ
計
画
作
成
が
必
要
な
加
算
は
、
全
て
の
医
療
機
関

が
対
応
出
来
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
の
為
、
初
・
再
診
料
そ

の
も
の
を
底
上
げ
し
た
と
い
う
。
と
は
言
え
、
そ
の
使
い
道

は
医
療
機
関
の
裁
量
次
第
。
厚
労
省
は
ど
の
程
度
賃
上
げ
に

回
し
た
か
を
各
医
療
機
関
か
ら
報
告
さ
せ
る
意
向
だ
が
、
嘗

て
同
じ
事
を
意
図
し
て
報
酬
を
上
げ
た
介
護
保
険
で
も
、
経

営
者
が
他
に
流
用
し
中
々
職
員
の
賃
上
げ
に
は
繋
が
ら
な
か

っ
た
。

賃
上
げ
と
医
療
費
抑
制
の
両
立
を
目
指
し
た
今
回
の
改
定

に
つ
い
て
、
武
見
敬
三
・
厚
労
相
は「
全
部
が
難
し
か
っ
た
」

と
振
り
返
っ
た
。
厚
労
省
幹
部
は
開
業
医
に
関
わ
る
改
定
内

容
を「
ア
メ
と
ム
チ
」と
評
す
る
が
、６
月
の
ス
タ
ー
ト
時
に

「
ア
メ
と
ア
メ
」へ
と
す
り
替
わ
っ
て
い
る
可
能
性
は
残
る
。

算
」（
５
２
０
円
）や
、薬
を
処

方
し
た
時
に
得
る「
特
定
疾

患
処
方
管
理
加
算
」（
６
６
０

円
）も
受
け
取
れ
る
。

そ
こ
で
厚
労
省
は
特
定
疾

患
療
養
管
理
料
を
見
直
し
、

患
者
数
が
多
い
糖
尿
病
、
高

血
圧
、
脂
質
異
常
症
を
報
酬

算
定
の
対
象
か
ら
外
し
た
。

代
わ
り
に
こ
の
３
疾
病
を「
生
活
習
慣
病
管
理
料
」（
３
３
３

０
円
）の
対
象
と
し
た
が
、
同
管
理
料
は
月
１
回
し
か
算
定

出
来
ず
、
外
来
管
理
加
算
も
特
定
疾
患
処
方
管
理
加
算
も
得

ら
れ
な
い
。
更
に
同
管
理
料
を
得
る
に
は
、「
療
養
計
画
書
」

の
作
成
・
交
付
が
必
要
だ
。
医
師
の
負
担
は
重
く
、
算
定
↖

第
192
回 

診
療
報
酬
改
定
巡
る
せ
め
ぎ
合
い
続
く


